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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 大船渡市は、岩手県の南東部に位置し、リアス海岸と天然の良港が生み出す豊

かな地域資源を活かし、臨海型工業都市の形成を図るとともに、漁業や水産加工

業が盛んに営まれ、工業・水産業のまちとして発展してきた。 

大船渡市の人口は、昭和 27 年の市制施行以来、増加傾向で推移してきたが、

昭和 55 年をピークに減少に転じており、その後平成６年を境に、老年人口（65

歳以上）が年少人口（15 歳未満）を上回り、少子高齢化と人口減少が進行してい

る。 

大船渡市の事業所数は平成 28 年には 2,471 事業所であり、従業者も 16,744 人

いたが、令和３年には 2,151 事業所、従業者は 15,017 人と減少している。また、

事業者のほとんどは中小企業者であり、少子高齢化、人口減少、若者の流出等に

より、生産年齢人口の減少が進み、深刻な人手不足に陥っている。このような状

況が継続していくと、さらなる地域活力の低下も懸念される。 

このようなことから、長期的な視野に立ち、持続可能で自立した地域社会を創

るため、「大船渡市総合計画 2021」及び「大船渡市デジタル田園都市国家構想総

合戦略」を策定し、その実現に向け市民協働のもと施策を推進しているところで

あり、中小企業者の革新的事業活動による生産性の向上は、豊かな市民生活を実

現する産業の振興を図るうえで、喫緊かつ重要な課題になっている。 

 

（２）目標 

 中小企業等経営強化法第 49 条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、産業競争力の強化を図り、将

来都市像「ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 

大船渡」の実現に向け、さらに経済発展していくことを目指す。 

このため、計画期間中に５件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とす

る。 

 

２ 先端設備等の種類 

  大船渡市の産業は、工業、水産業を中心に卸売・小売業、運輸業、サービス業な

ど多岐に渡り、多様な業種が大船渡市の経済、雇用を支えているため、これらの産



業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多

様な設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、中小企業等

経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   大船渡市の産業は、駅周辺、臨海エリア、山間部と広域に立地している。これ

らの地域で、広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、

大船渡市内全域とする。 

（２）対象業種・事業 

   大船渡市の産業は、工業、水産業を中心に卸売・小売業、運輸業、サービス業

など多岐に渡り、多様な業種が大船渡市の経済、雇用を支えているため、これら

の産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、本計画に

おいて対象とする業種は、全業種とする。 

生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT 導入に

よる業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携

等、多様である。したがって本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資

すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和７年７月６日～ 令和９年 7月５日の２年間 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

  人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用

の安定に配慮する。 

公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先

端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

  市税を滞納している者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない等、

納税の円滑化及び公平性に配慮する。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


